
 

京都都市計画 (京都国際文化観光都市建設計画 )  
地 区 計 画 の 変 更 (京 都 市 決 定 ) 

 

    都市計画西院溝崎町地区地区計画を次のように変更する 

名     称  西院イノベーション促進地区地区計画 

位     置 

京都市右京区西院南高田町、西院中水町、西院南寿町、西院西中水

町、西院溝崎町及び西院西溝崎町の各一部、下京区西七条掛越町及び

西七条八幡町の各一部 

面     積  約 ８．０ ヘクタール 

地 区 計 画 の 目 標 

当地区及びその周辺は、京都市都市計画マスタープランにおいて、京

都の特性をいかしてオープンイノベーションを促進するため、国際競

争力を高める環境整備やものづくり都市を支える活力ある工業地の形

成、企業立地支援などを行うとともに、操業環境の保全・向上や生産機

能の高度化への対応、まちの強靭性を高める周辺環境の整備改善・誘導

などを図るとされている「ものづくり産業集積エリア」に位置してい

る。 

このような当地区に地区計画を策定することにより、本市のものづ

くり産業の基盤となる生産・研究機能の高度化やオープンイノベーシ

ョンの促進とともに、地区内の豊かな緑や周辺市街地と調和した魅力

的な就労環境及び安全で快適な歩行空間の形成を図る。 

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

土地利用の方針 １ Ａ地区及びＢ地区については、当地区のコアとなるゾーンとし、業

務、研究開発及び生産機能を中心としたさらなる高度利用を図ると

ともに、高度人材が相互に技術を高めあうオープンイノベーション

機能の誘導を図る。 

２ Ｃ地区については、業務、研究開発及び生産機能の集積を図りつ

つ、周辺市街地と調和した土地利用を図る。 

３ 既存の敷地内緑地をいかしながら、緑が豊かで、安全・安心に歩く

ことができる市街地環境を形成する。 

地 区 施 設 の 

整 備 の 方 針 

１ 五条通に面する植樹帯を地区施設（緑地）として位置付けることに

より、ゆとりとうるおいのある都市環境の形成を図る。 

２ 佐井通、佐井西通、中堂寺通及び中堂寺南通の沿道に緑道を位置付

けることで、うるおいのある都市環境の形成と安全で快適な歩行者

空間の創出を図る。なお、緑道の整備に当たり、保安上の観点からか

き又はさくを設ける場合は、生垣や透過性のある構造を用いるなど、

景観形成に資するものとする。 

建 築 物 等 の 

整 備 の 方 針 

１ 建築物等の用途の制限を行うことで、業務、研究開発及び生産機能

の充実を図る。 

２ Ａ地区及びＢ地区については、容積率の最高限度、容積率の最低限

度、建蔽率の最高限度及び建築面積の最低限度を定めることにより、

建築物の高度利用を図るとともに、ゆとりある街区の形成を図る。 

３ Ｃ地区については、周辺の市街地と調和した街区の形成を図る。 

４ 壁面の位置の制限を行うことにより、ゆとりある街路環境の形成

や隣地への圧迫感の抑制を図る。 

  



地

区

整

備

計

画 

地 区 施 設 の 配 置 

及 び 規 模 

緑地１号 約７８７平方メートル 

２号 約５７９平方メートル 

緑道１号 幅員３メートル、延長約 ６７メートル 

２号 幅員３メートル、延長約 ８８メートル 

３号 幅員３メートル、延長約 ８９メートル 

４号 幅員３メートル、延長約 ８７メートル 

５号 幅員３メートル、延長約 ８６メートル 

６号 幅員３メートル、延長約 ８６メートル 

７号 幅員３メートル、延長約 ８６メートル 

８号 幅員３メートル、延長約 ３８メートル 

９号 幅員３メートル、延長約 ８４メートル 

１０号 幅員３メートル、延長約 ８４メートル 

１１号 幅員３メートル、延長約 ８７メートル 

１２号 幅員２メートル、延長約 ５０メートル 

１３号 幅員２メートル、延長約１１６メートル 

１４号 幅員２メートル、延長約１２６メートル 

１５号 幅員２メートル、延長約 ８５メートル 

１６号 幅員２メートル、延長約１１４メートル 

１７号 幅員２メートル、延長約１０６メートル 

１８号 幅員２メートル、延長約 ５１メートル 

１９号 幅員２メートル、延長約１２５メートル 

２０号 幅員２メートル、延長約 ３２メートル 

２１号 幅員２メートル、延長約 ２９メートル 

２２号 幅員２メートル、延長約１１６メートル 

２３号 幅員２メートル、延長約１１７メートル 

地区の 

区 分 

地区の名称 Ａ地区 

地区の面積 約１．４ヘクタール 

建築物

等に関

する事

項 

建築物等の 

用途の制限 

 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

⑴ 住宅 

⑵ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

 ⑶ 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの 

⑷ 公衆浴場（蒸気、熱気その他湯水以外のものを使用して公衆

を入浴させる施設を含む。） 

⑸ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、

場外車券売場その他これらに類するもの 

⑹ カラオケボックスその他これに類するもの 

⑺ ボーリング場、スケート場、水泳場又は建築基準法施行令

（以下「令」という。）第１３０条の６の２に定める運動施設 

⑻ 自動車教習所 

⑼ 畜舎 

⑽ 物品販売業を営む店舗又は飲食店（これらの用途に供する部

分が１階のみに存するものであり、かつ、当該用途に供する部

分の床面積の合計が１階の床面積の２分の１以下であるものを

除く。） 

建築物等の 

容 積 率 の 

最 高 限 度 

１０分の４０ 

建築物等の 

容 積 率 の 

最 低 限 度 

１０分の１０。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物に

ついては、この限りでない。 

 ⑴ 建築基準法（以下「法」という。）第５９条第１項第１号又



は第２号に規定するもの 

 ⑵ 自動車車庫、物置、機械室、自転車置場、バス停留所の上屋

その他これらに類するもので地階を除く階数が１のもの 

 ⑶ 守衛所で地階を除く階数が２以下のもの 

建築物等の 

建 蔽 率 の 

最 高 限 度 

１０分の６（次の各号のいずれかに該当する建築物にあっては１

０分の７、次の各号のいずれにも該当する建築物にあっては１０分

の８）。ただし、法第５３条第６項各号のいずれかに該当するものに

ついては、この限りでない。 

 ⑴ 耐火建築物等（法第５３条第３項第１号イに規定するものを

いう。）又は準耐火建築物等（法第５３条第３項第１号ロに規定

するものをいう。） 

 ⑵ 法第５３条第３項第２号に規定する建築物 

  建築物等の 

建築面積の 

最 低 限 度 

５００平方メートル（同一敷地内に２以上の建築物がある場合に

おいては、それぞれの建築面積が５００平方メートル）。ただし、次

の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 

 ⑴ 法第５９条第１項第１号又は第２号に規定するもの 

 ⑵ 自動車車庫、物置、機械室、自転車置場、バス停留所の上屋

その他これらに類するもので地階を除く階数が１のもの 

 ⑶ 守衛所で地階を除く階数が２以下のもの 

 ⑷ 歩廊又は渡り廊下 

壁面の位置 

の 制 限 

１ 建築物の壁又はこれに代わる柱の面（以下「壁面」という。）か 

ら道路境界線までの距離の最低限度については、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に掲げる距離とする。 

⑴ 佐井通及び佐井西通の境界線 ３メートル 

⑵ 中堂寺通及び中堂寺南通の境界線 ２メートル 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築物又はその部 

分については、壁面の位置の制限を適用しない。 

⑴ 守衛所、自転車置場、バス停留所の上屋その他これらに類す 

るもので地階を除く階数が１のもの 

⑵ 玄関ポーチその他これに類する建築物の部分 

地区の

区 分 

地区の名称 Ｂ地区 

地区の面積 約４．５ヘクタール 

建築物

等に関

する事

項 

建築物等の 

用途の制限 

１ 準工業地域内においては、次に掲げる建築物は、建築してはな

らない。 

⑴ 住宅 

⑵ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

⑶ 学校（幼保連携型認定こども園を除く。） 

⑷ 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの 

⑸ 公衆浴場（蒸気、熱気その他湯水以外のものを使用して公衆

を入浴させる施設を含む。） 

⑹ 病院 

⑺ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場

外車券売場その他これらに類するもの 

⑻ カラオケボックスその他これに類するもの 

⑼ 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブ若し

くは令第１３０条の７の３に定めるもの 

⑽ キャバレー、料理店その他これらに類するもの 

⑾ ボーリング場、スケート場、水泳場又は令第１３０条の６の

２に定める運動施設 

 ⑿ ホテル又は旅館 

⒀ 自動車教習所 

⒁ 畜舎 



⒂ 物品販売業を営む店舗又は飲食店（これらの用途に供する部

分が１階のみに存するものであり、かつ、当該用途に供する部

分の床面積の合計が１階の床面積の２分の１以下であるものを

除く。） 

２ 工業地域内においては、次に掲げる建築物は、建築してはなら

ない。 

⑴ 住宅 

⑵ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

⑶ 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの 

⑷ 公衆浴場（蒸気、熱気その他湯水以外のものを使用して公衆

を入浴させる施設を含む。） 

⑸ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、

場外車券売場その他これらに類するもの 

⑹ カラオケボックスその他これに類するもの 

⑺ ボーリング場、スケート場、水泳場又は令第１３０条の６の

２に定める運動施設 

⑻ 自動車教習所 

⑼ 畜舎 

 ⑽ 物品販売業を営む店舗又は飲食店（これらの用途に供する部  

分が１階のみに存するものであり、かつ、当該用途に供する部 

分の床面積の合計が１階の床面積の２分の１以下であるものを 

除く。） 

建築物等の 

容 積 率 の 

最 高 限 度 

１０分の４０ 

建築物等の 

容 積 率 の 

最 低 限 度 

１０分の１０。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物に

ついては、この限りでない。 

 ⑴ 法第５９条第１項第１号又は第２号に規定するもの 

 ⑵ 自動車車庫、物置、機械室、自転車置場、バス停留所の上屋

その他これらに類するもので地階を除く階数が１のもの 

 ⑶ 守衛所で地階を除く階数が２以下のもの 

建築物等の 

建 蔽 率 の 

最 高 限 度 

１０分の５（次の各号のいずれかに該当する建築物にあっては１

０分の６、次の各号のいずれにも該当する建築物にあっては１０分

の７）。ただし、法第５３条第６項各号のいずれかに該当するものに

ついては、この限りでない。 

 ⑴ 耐火建築物等（法第５３条第３項第１号イに規定するものを

いう。）又は準耐火建築物等（法第５３条第３項第１号ロに規定

するものをいう。） 

 ⑵ 法第５３条第３項第２号に規定する建築物 

建築物等の 

建築面積の 

最 低 限 度 

５００平方メートル（同一敷地内に２以上の建築物がある場合に

おいては、それぞれの建築面積が５００平方メートル）。ただし、次

の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 

 ⑴ 法第５９条第１項第１号又は第２号に規定するもの 

 ⑵ 自動車車庫、物置、機械室、自転車置場、バス停留所の上屋

その他これらに類するもので地階を除く階数が１のもの 

 ⑶ 守衛所で地階を除く階数が２以下のもの 

 ⑷ 歩廊又は渡り廊下 

壁面の位置 

の 制 限 

１ 建築物の壁又はこれに代わる柱の面（以下「壁面」という。）か 

ら道路境界線又は隣地境界線（地区計画区域界である隣地境界線 

に限る。）までの距離の最低限度については、次の各号に掲げる区 

分に応じ、当該各号に掲げる距離とする。 

⑴ 五条通の境界線   ６メートル 

⑵ 佐井東通、佐井通及び佐井西通の境界線並びに隣地境界線（都



市計画公園名倉公園との隣地境界線を除く。） ３メートル 

⑶ 中堂寺通及び中堂寺南通の境界線 ２メートル 

⑷ 都市計画公園名倉公園との隣地境界線 １メートル 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築物又はその部 

分については、壁面の位置の制限を適用しない。 

⑴ 守衛所、自転車置場、バス停留所の上屋その他これらに類す 

るもので地階を除く階数が１のもの 

⑵ 玄関ポーチその他これに類する建築物の部分 

 地区の

区 分 

地区の名称 Ｃ地区 

地区の面積 約２．１ヘクタール 

建築物

等に関

する事

項 

建築物等の 

用途の制限 

１ 準工業地域内においては、次に掲げる建築物は、建築してはな

らない。 

⑴ 住宅 

⑵ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

⑶ 学校（幼保連携型認定こども園を除く。） 

⑷ 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの 

⑸ 公衆浴場（蒸気、熱気その他湯水以外のものを使用して公衆

を入浴させる施設を含む。） 

⑹ 病院 

⑺ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場

外車券売場その他これらに類するもの 

⑻ カラオケボックスその他これに類するもの 

⑼ 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブ若し

くは令第１３０条の７の３に定めるもの 

⑽ キャバレー、料理店その他これらに類するもの 

⑾ ボーリング場、スケート場、水泳場又は令第１３０条の６の

２に定める運動施設 

 ⑿ ホテル又は旅館 

⒀ 自動車教習所 

⒁ 畜舎 

⒂ 物品販売業を営む店舗又は飲食店（これらの用途に供する部

分が１階のみに存するものであり、かつ、当該用途に供する部

分の床面積の合計が１階の床面積の２分の１以下であるものを

除く。） 

 

２ 工業地域内においては、次に掲げる建築物は、建築してはなら

ない。 

⑴ 住宅 

⑵ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

⑶ 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの 

⑷ 公衆浴場（蒸気、熱気その他湯水以外のものを使用して公衆

を入浴させる施設を含む。） 

⑸ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、

場外車券売場その他これらに類するもの 

⑹ カラオケボックスその他これに類するもの 

⑺ ボーリング場、スケート場、水泳場又は令第１３０条の６の

２に定める運動施設 

⑻ 自動車教習所 

⑼ 畜舎 

⑽ 物品販売業を営む店舗又は飲食店（これらの用途に供する部

分が１階のみに存するものであり、かつ、当該用途に供する部

分の床面積の合計が１階の床面積の２分の１以下であるものを



除く。） 

  壁面の位置 

の 制 限 

１ 建築物の壁又はこれに代わる柱の面（以下「壁面」という。）か 

ら道路境界線又は隣地境界線（地区計画区域界である隣地境界線 

に限る。）までの距離の最低限度については、次の各号に掲げる区 

分に応じ、当該各号に掲げる距離とする。 

⑴ 佐井通及び佐井西通の境界線 ３メートル 

⑵ 隣地境界線 １メートル 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築物又はその部 

分については、壁面の位置の制限を適用しない。 

⑴ 守衛所、自転車置場、バス停留所の上屋その他これらに類す 

るもので地階を除く階数が１のもの 

⑵ 玄関ポーチその他これに類する建築物の部分 

備 考  

「区域、地区整備計画の区域及び地区施設の配置は計画図表示のとおり」 

 

理由 

    本都市計画は、本市のものづくり産業の基盤となる生産・研究機能の高度化やオープンイノベーシ    

   ョンの促進とともに、地区内の豊かな緑や周辺市街地と調和した魅力的な就労環境及び安全で快適な

歩行空間の形成を図るため、地区計画を変更するものである。 


